
鳥取県立布勢総合運動公園料金表 平成31年4月1日現在

１　　施　　設　　利　　用　　料

陸上競技場

単　位 金　額 （研修室等）

１人１回につき 150円 単　位 金　額

１時間につき 1,700円

１時間につき 500円

１時間につき 400円

１時間につき 200円

１時間につき 300円

１時間につき 300円

学生等 １時間につき 9,500円

一般人 １時間につき 13,000円

１時間につき 39,500円 （冷暖房利用料）

１時間につき 53,000円 単　位 冷暖房

１人１回につき 50円 １時間につき 300円

１時間につき 300円 １時間につき 300円

１人１回につき 50円 １時間につき 100円

１時間につき 300円

１時間につき 600円

３０分につき 6,000円

２/３点灯 ３０分につき 5,000円

２/５点灯 ３０分につき 3,000円

１/１０点灯 ３０分につき 1,000円

野球場（専用利用）

単　位 金　額 （研修室等）

学生等 １時間につき 1,200円 単　位 金　額

一般人 １時間につき 1,800円 大会運営室 １時間につき 400円

学生等 １時間につき 3,500円 第１研修室 １時間につき 200円

一般人 １時間につき 4,800円 第２研修室 １時間につき 100円

１時間につき 23,700円 放送室 １時間につき 300円

１時間につき 47,400円

１時間につき 100円 （冷暖房利用料）

１時間につき 300円 単　位 冷暖房

３０分につき 6,000円 大会運営室 １時間につき 100円

球技場（専用利用）

金　額 単　位 金　額

全面 1,300円 １式１日１回につき 4,000円

１/２面使用 700円 １式１日１回につき 300円

１/３面使用 500円 １式１日１回につき 300円

全面 1,900円 １式１日１回につき 300円

１/２面使用 1,000円 １式１日１回につき 200円

１/３面使用 700円 １式１日１回につき 400円

全面 7,300円 １式１日１回につき 500円

１/２面使用 3,700円 １式１日１回につき 300円

１/３面使用 2,500円 １式１日１回につき 300円

全面 9,900円 １式１日１回につき 300円

１/２面使用 5,000円 １式１日１回につき 300円

１/３面使用 3,400円 １式１日１回につき 500円

全面 29,800円 1本1日１回につき 50円

１/２面使用 15,000円 １個１日１回につき 50円

１/３面使用 10,000円 １枚１日１回につき 200円

全面 39,700円 １組１日１回につき 300円

１/２面使用 20,000円 １式１日１回につき 300円

１/３面使用 13,500円 １式１日１回につき 300円

5,000円 １式１日１回につき 300円

１式１日１回につき 300円

補助競技場（専用利用） １枚１日１回につき 100円

金　額 １時間につき 3,300円

700円 １時間につき 2,200円

900円 ３分間につき 50円

一般利用の場合は無料です。 １時間につき 5,000円

１時間につき 20,000円

多目的広場（専用利用） １時間につき 60,000円

金　額 １時間につき 80,000円

全面 900円 1分につき 10,000円

１/２面 500円 １面１回につき 7,250円

全面 1,200円 １面１回につき 5,400円

１/２面 700円 １面１回につき 10,300円

一般利用の場合は無料です。 １面１回につき 5,200円

１組につき 1,000円

１組につき 1,500円

１組につき 500円

１組につき 1,000円
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ラグビー

ホッケー

サッカー固定式ポール設置

ラグビー固定式ポール設置

ソフトボール固定式ポール設置

ホッケー用ゴール設置

単　価 入場料を徴収するとき

学生等 １時間につき

広　　　告　　　加　　　算

芝グラウンド用

ペイント

サッカー（一般）

一般人 １時間につき

サッカー（少年）

一般人 １時間につき シャワー室

大

型

映

像

装

置

非営利

入場料を徴収しないとき

入場料を徴収するとき

営利

入場料を徴収しないとき

利　用　区　分

ホッケー用器具

人工芝

利　用　区　分 単　価 多目的掲示板

学生等 １時間につき 写真判定装置

１時間につき

テント

ラグビー用器具

サッカー用器具

夜　間　照　明 ３０分につき 野球用器具

ハンマー投用器具

ヤリ投用器具

マラソン競争用器具

営利を目的とする

場合

入場料等を徴収しないとき １時間につき

陸上用バトン

ストップウォッチ

イベントパネル（ポール含む）

入場料等を徴収するとき

走幅跳・三段跳用器具

走高跳用器具

入場料等

を徴収す

るとき

学生等 １時間につき

棒高跳用器具

砲丸投用器具

円盤投用器具

一般人 １時間につき

営利を目的としない

場合

入場料等

を徴収し

ないとき

学生等 １時間につき

競技用器具等一式

トラック競争用器具

ハードル競争用器具

一般人 １時間につき

障害物競争用器具

スコアボード（スコアボード操作室を含む） 利用区分

夜間照明

２　陸上競技場等設備利用料

利　　　用　　　区　　　分 単　位 名　称

施　設

入場料等を徴

収するとき

プロ野球

入場料等を徴収しないとき。

入場料等を徴収するとき。

屋内ピッチング場

夜間照明

全　　　灯

利　　　用　　　区　　　分

グ

ラ

ウ

ン

ド

プロ野球以外の野球

又はソフトボール

入場料等を徴

収しないとき

回数券１１枚 1,000円

１月利用券 １人につき 700円

専用利用

雨天練習場

一般利用 放送室

専用利用

ト

レ

ー

ニ

ン

グ

ル

ー

ム

一般利用

１回券 １人１回につき 100円

回数券

入場料等を徴

収するとき

営利を目的

とする場合

入場料等を徴収しないとき。

入場料等を徴収するとき。 利用区分

屋内練習場

一般利用 第１研修室

専用利用 第３研修室

1,900円

第１研修室

第２研修室

第３研修室

一般人 １時間につき 2,500円

第１会議室

第２会議室

放送室

利　　　用　　　区　　　分

グ

ラ

ウ

ン

ド

一般利用 施　設

専

用

利

用

営利を目

的としな

い場合

入場料その他

これに類する

もの（以下「入

場料等」とい

う。）を徴収し

ないとき。

幼児、児童又は中学校若しく

は高等学校の生徒又は学生

（以下「学生等」という。）

１時間につき

施設利用時間

陸上競技場・野球場・球技場 ９時００分から２１時００分

補助競技場・多目的広場の夜間照明のない施設は以下のとおりです。

４月１日から９月３０日 ９時００分から１９時００分

１０月１日から３月３１日 ９時００分から１７時００分

７月１日から９月３０日まで、以下の施設は８時３０分から２１時００分とします。

■対象となる施設

陸上競技場（グラウンド、屋内練習場、雨天練習場、トレーニングルーム）

補助競技場（専用利用及び設備を利用する場合）


